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事務局  定刻となりましたので、第 132 回藤沢市都市計画審議会を開催いたしま

す。 

  開会にあたり、計画建築部長からごあいさつ申し上げます。 

計画建築部長  皆さん、おはようございます。本日はご多用の中、第 132 回藤沢市都市

計画審議会にご出席いただきまして、まことにありがとうございます。本

審議会に新たにご参画いただきます委員の方におかれましても、本審議会

をよろしくお願い申し上げます。 

  早いもので本年も 12 月を迎えました。藤沢のまちではクリスマスや新

年を迎えるためのイルミネーションが輝いております。江の島灯台もこれ

から点灯が始まります。 

  藤沢市はこの１年で行政の運営の指針となる新総合計画の基本構想が

今年２月に定められ、現在、基本計画、実施計画を策定しているところで

あります。この新総合計画は市民主体のまちづくりをベースに、地域分権、

新しい公共を考えの基本的柱として、今、精力的に策定作業に取り組んで

いるところでございます。今回、審議会におきましてご報告させていただ

きます「藤沢市都市マスタープラン」につきましては、総合計画の中の都

市計画分野を担う計画でございます。本日の審議会におきましては、都市

マスタープラン改定についてを含め４件を予定しております。 

  「都市マスタープラン」につきましては、平成 21 年２月６日開催の第

123 回都市計画審議会に諮問をいたしまして、現在、継続審議がされてい

るもので、次回の都市計画審議会で諮問案件として予定させていただいて

いるところでございます。 

  今回、その他の報告事項として、11 月中旬に記者会見がありました「藤

沢サスティナブル・スマート・タウンについて」他を予定しております。

いずれも今後の本市のまちづくりにとりまして重要な案件でございます。

委員の皆様方には多方面よりご意見をいただき、本市都市計画のより良い

発展のためにご審議をお願い申し上げます。本日はよろしくお願いいたし

ます。 

事務局  それでは、会議に入ります前に、藤沢商工会議所の人事異動に伴いまし

て、学識経験者委員に変更がございましたので、ご紹介いたします。 

  藤沢商工会議所会頭 田中正明委員です。 

田中委員  皆様、おはようございます。11 月１日の臨時議員総会におきまして、塩

田前会頭の後任として責任者となりました田中と申します。よろしくお願

いいたします。 

事務局  新たにご参画いただく田中委員を含め委員の皆様方には藤沢市の都市

計画についてご審議並びにご指導を賜りたいと存じます。今後ともよろし
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くお願い申し上げます。 

  それでは、本日使用いたします資料等の確認をさせていただきます。（資

料の確認） 

  それでは、次第に従いまして、本日の審議会を進めさせていただきたい

と思います。 

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 
事務局  次第２ 本日の都市計画審議会の成立についてご報告申し上げます。藤

沢市都市計画審議会条例第６条により、審議会の成立要件といたしまして、

「委員の２分の１以上の出席が必要」とされております。現在の委員の定

数は 20 名で、本日は 16 名の委員がご出席ですので、本日の会議が成立い

たしましたことをご報告申し上げます。 

  続きまして、本日の議事でございます。本日は、報告事項４件を予定し

ております。報告事項１として「藤沢市都市マスタープラン改定」につい

て、報告事項２として「旧松下電器産業グループ用地の跡地利用」につい

て、報告事項３として「藤沢都心部再生及び公共施設の再整備」について、

報告事項４として「高度地区の検討」についてをご報告いたします。 

  本審議会は藤沢市情報公開条例第 19 条の規定により公開としておりま

す。 

会長  傍聴の方はおられますか。（傍聴者１名入室） 

  傍聴される方はルールをお守りいただいて傍聴をお願いします。 

事務局  それでは、議事に入りますので、会長、よろしくお願いいたします。 

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 
会長  それでは、本日の議事録署名人を指名いたします。 

  お手元の名簿順で布川委員と加藤委員にお願いしたいと思いますが、よ

ろしゅうございますか。 

（「異議なし」の声あり） 

会長  それでは、よろしくお願いいたします。 

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 
会長  議事を進めてまいります。 

  議題は報告事項４件となっています。時間をオーバーしないように、説

明はできるだけ簡潔にお願いします。 

  報告事項１ 藤沢市都市マスタープランの改定について、事務局から説

明をお願いします。 

（資料参照）（パワーポイント） 

事務局  「藤沢市都市マスタープラン改定について」ご報告申し上げます。都市

マスタープラン改定につきましては、第 123 回審議会で諮問して以来、毎
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回、審議会で経過を報告する等、継続審議をお願いしております。第 130

回審議会では、全体構想のたたき台をお示しし、ご意見を伺ったところで

ございます。今回、改定素案をとりまとめる段階にいたったことから、本

都市計画審議会において、中間報告をさせていただきます。スクリーンで

は図面等のみをお示ししていますので、お手元の資料をご覧いただきなが

らお聞きいただけますよう、お願い申し上げます。 

  まず、「資料１－１ 藤沢市都市マスタープラン改定素案のとりまとめ

について」をご覧ください。「１．藤沢市都市マスタープランの改定につ

いて」にありますように、昨年６月に設置した「策定協議会」を中心に、

これまで検討作業を進めてまいりました。 

  今後のスケジュールと致しましては、「２．改定にむけたスケジュール」

にお示ししていますが、今回、審議いただく改定素案をとりまとめた後、

12 月 20 日から１ヶ月間、パブリックコメントを実施します。このパブリ

ックコメントに前後して、地区別に説明会の開催を予定しています。パブ

リックコメント終了後、２月には第 9回都市マスタープラン策定協議会を

開催し、パブリックコメント結果を反映した形で「改定案（案）」を取り

まとめる予定にしております。その後、本都市計画審議会において審議い

ただき、答申をいただいた結果をもって「改定案」を決定していきたいと

考えております。今年度内の改定に向け手続きを進めていく予定でござい

ます。よって、今回と次回の審議会で続けて、都市マスタープランについ

て審議いただくこととなりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

  続きまして２ページ、「３．改定にむけたポイント」をご覧ください。

「（１）現都市マスタープランとの相違点」といたしましては、「地区別

構想」の役割、内容を変更いたしました。現在策定中の総合計画において、

新たに「地域まちづくり計画」を策定しており、都市マスタープランとの

役割分担を明確にするために、都市マスタープランの「地区別構想」では、

「都市計画、都市整備」分野に限定した内容に精査いたしました。また、

全地区を一定のフォーマットで揃えた形へと変更しています。 

  続きまして、「（２）新たに追加・強化した視点」でございます。目標

年次の 2030 年を見据えると、超高齢社会や人口減少社会が更に進むとと

もに、低炭素型社会等への取組が必須となること等が予測されます。また、

都市計画においては、コンパクトな都市構造の実現や、都市経営の視点を

持った土地利用誘導等が、より重視されると考えられます。このような中、

都市マスタープラン策定協議会における討議をもとに、改定にあたり強

化・追加した点を①から⑤に整理いたしました。①として、コンパクトな

都市構造を実現する上で都市拠点の役割が高まることを受け、各都市拠点
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が担う役割等をより明確にしました。 

  ②として、高度成長期に整備した都市基盤や都市施設などの老朽化や技

術革新への対応や、産業構造転換等の社会状況を踏まえた土地利用の更

新・転換、市民活動の活発化などの都市の成熟化への取組。 

  ③として、将来を見据えた都市経営の視点を持った土地利用のあり方。

④として、環境配慮型都市の形成に向けて、都市計画分野が担うべき役割

を果たすこと。 

  ⑤として、暮らしたり、都市活動する場として選ばれる、都市間競争力

を持った都市づくりの推進等を新たに追加・強化しながら、この後ご説明

いたします「改定素案(案)」を作成いたしました。 

  続きまして、改定素案（案）についてご説明申し上げます。「資料１－

２ 藤沢市都市マスタープラン改定素案(案)」をご覧ください。表紙をめ

くっていただきますと、目次がございます。都市マスタープランは「第１

章 全体構想」「第 2章 地区別構想」「第３章 推進方策」で構成され

ています。それでは、全体構想の説明に入らせていただきます。全体構想

は、「１．基本理念」「２．目標とする都市」「３．都市づくりの基本方

針」の３つで構成されています。そのうち、「１．基本理念」と「３．都

市づくりの基本方針」については、第 130 回審議会の際に審議いただいて

おりますので、「２．目標とする都市」を中心にご説明させていただきま

す。１ページをご覧ください。「１．基本理念」については、これからの

都市づくりを進める上での基本となる姿勢、方向性を文章で示しています。

基本的な考え方は変えておりませんが、社会状況変化への対応や協議会で

いただいたご意見をもとに、一部内容・表現等を修正しています。「２．

目標とする都市」は「将来都市像」と「将来都市構造」「将来フレーム」

の３項目で構成されています。 

  ２ページの「将来都市像」として掲げている『自立するネットワーク都

市』については、今後も継続していきますが、その下の説明文では、１つ

目の文章に「健康」という考え方を、４つ目に「低炭素型都市構造等を構

築し、地球環境と共生する」こと等を新たに追加しています。 

  次に、「将来都市構造」では、目指す都市構造について「（１）交通体

系」「（２）都市拠点」「（３）自然空間体系」「（４）市街地の構成」

「（５）地区の構成と地区拠点」の５つの項目ごとに整理いたしました。 

  ３ページの「（１）交通体系」では、低炭素の視点を加えるとともに、

これまで「交通軸の形成の考え方」として、「公共交通の充実とともに、

歩行者空間や自転車空間に対する検討、取り組み」について追加をいたし

ました。 
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  ５ページの「（２）都市拠点」では、これまで示している５つの都市拠

点に加えて、「村岡新駅周辺」を、新たに６つ目の都市拠点として追加し

ています。 

  次に７ページの「（３）自然空間体系」では、生物多様性や風を運ぶ道、

レクリエーション、広域観光等の場であることを追加しています。さらに

協議会のご意見をもとに構成要素として「谷戸」を追加しました。 

  ８ページをご覧ください。「（４）市街地の構成」では、「B 産業系の

市街地」に、藤沢駅周辺と辻堂駅周辺における広域商業地の記述を追加し

ました。 

  次に９ページをご覧ください。「（５）地区の構成と地区拠点」では、

新たに「地区拠点」として、地区でのくらしやすさ、交流の活発化等を高

めていく考え方を追加しました。この５つの項目をもとに、10 ページに「将

来都市構造図」を示しています。都市拠点については多くのいただいたご

意見をもとに、これまで都市拠点が１色で示していたものを、６つの色に

塗り分け、異なる性格であることを強調しました。 

  次に 11 ページをご覧ください。３つめの「将来フレーム」では、「①

人口」は総合計画の将来人口をそのままフレームとして位置づけます。

2020 年の 41 万 7,000 人をピークに、2030 年には 40 万 3,000 人となるこ

とを想定しています。次に 12 ページをご覧ください。「②土地利用」に

ついては、基本的にはこれまでの考え方を活かしつつ、産業系土地利用の

維持を強調いたしました。また、これまで「①人口」と「②土地利用」の

みで構成していましたが、「環境に関するフレームが必要」というご意見

を受け、現在策定中の「藤沢市地球温暖化対策実行計画」で掲げている温

室効果ガス削減目標を、都市マスタープランのフレームとして設定いたし

ます。「藤沢市地球温暖化対策実行計画」は、都市マスと同様、現在策定

中ですので、まだこちらに目標値を記入していませんが、「1990 年を基準

として、2022 年までに 40％削減」と設定すると聞いています。13 ページ

以降の「３．都市づくりの基本方針」では、「２．目標とする都市」の実

現に向け、これからの都市づくりのテーマと方針を示しています。 

  これまで５つの方針で示しておりましたが、策定協議会での議論をもと

に「美しさに満ちた都市づくり」という方針を新たに追加し、６つの方針

に変更しました。 

  14 ページの「１３地区別まちづくり」では、新たに発足した地域経営会

議等を組み込んでいることと、「歴史・文化、自然などの地域の特性を活

かしたまちづくり」という視点を、今回、新たに設定した「美しさに満ち

た都市づくり」に移動・充実させています。 
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  16 ページの「２．活力を生み出す都市づくり」では、これまで一くくり

であったのが５つの都市拠点ごとに活性化の方向を示したこと、また「工

業系市街地における産業の活性化」として、工業系市街地の維持に向けて

強調しています。また、④では、観光・交流をこれまで湘南海岸に限定し

ていたものを、市域全体を対象として進めていくことを追加しました。⑤

では、市街化調整区域である西北部地域の中で、開発圧力が高い幹線道路

沿道の一部においてのみ、計画的な土地利用を検討することを示しました。 

  19 ページをご覧ください。「環境と共生する都市づくり」から、地球環

境に対する配慮をさらに明確にするために、「低炭素社会構築に向けた都

市づくり」へと基本方針を変更しました。内容においても、低炭素型の都

市構造や循環型社会等の実現に向け、全体的に充実をさせています。22

ページをご覧ください。もともと「安全・安心の都市づくり」という基本

方針でしたが、バリアフリーやユニバーサルデザイン関連の施策等を「５．

美しさに満ちた都市づくり」へ移し、「安全」に特化させて「４．災害に

強く安全な都市づくり」といたしました。そして、新たに「④防犯に配慮

したまちづくり」という項目を追加しています。 

  次に 24 ページをご覧ください。新たに追加した「５．美しさに満ちた

都市づくり」では、１つには、質の高い都市空間の形成に向けて、景観形

成やゆとりと潤いのある居住環境を維持すること。もう１つとして、高齢

社会を踏まえ、より多くの市民が自立的に住み続けられる都市形成に向け

て、「身近な場所で一定の都市サービスを得られるようにすること」「ユ

ニバーサルデザインの導入」「住み続けられる市街地形成」等を示してい

ます。 

  後に 27 ページをご覧ください。「６．広域的に連携するネットワー

クづくり」では、新たに「広域観光機能の連携」を追加しています。全体

構想については以上となります。 

  続きまして、地区別構想の説明に移らせていただきます。29 ページから

となりますが、こちらに 13 地区区分図をお示ししています。先ほど資料

１の説明の際に申し上げましたが、総合計画の「地域まちづくり計画」と

の役割分担を明確にするべく、都市マスタープランでは、「都市計画、都

市整備」分野に限定した内容に精査いたしております。また、全地区を一

定のフォーマットで揃えた形へと変更しています。 

  地区別構想の構成について、片瀬地区を例に簡単に説明させていただき

ます。地区別構想は、（１）現況と課題、（２）地区の将来像、（３）ま

ちづくりの基本方針の３つで構成されています。31 ページをご覧ください。

（１）現況と課題では、地区形成・地区構造を中心にした、地区の都市形
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成に関わる現況と、都市づくり上での課題を整理しています。32 ページで

は、まず地区の人口状況について、特にグラフでは現在の年齢別人口構成

や少子高齢化の状況などをお示ししています。その下は土地利用構成割合

となっています。33 ページに移りまして、市街化区域、市街化調整区域の

割合や、交通と都市基盤整備の状況、そして水・緑の状況をお示ししてい

ます。 

  34 ページをご覧ください。（２）地区の将来像では、一番 初の四角の

中に、総合計画の地域まちづくり計画で、各地区で位置づけた「地域まち

づくりのテーマ」を入れております。四角の下には、テーマをもとに、都

市計画・都市整備の分野では、どういう街をめざすのかということを文章

で示しています。 

  次に（３）では、まちづくりの基本方針として、（２）地区の将来像を

実現化していくための方法、施策を整理しています。「土地利用」と「交

通」と「水・みどり」と「景観・都市防災・都市づくり」の４つの項目に

分けてお示ししています。そして 36 ページには「将来構想図（調整中）」

とありますが、こちらにつきましては調整を終え次第、将来構想図をお示

ししていきます。地区別構想につきましては、本審議会の場で各地区につ

いて議論をいただくことが難しいため、時間の関係等から構成のみの説明

にさせていただきますが、現在、各地区の地域経営会議へと順次伺いなが

ら調整を行っており、改定素案をまとめるギリギリまで充実してまいりた

いと存じます。 

  続きまして、「第３章 推進方策」に移らせていただきます。推進方策

は、「全体構想」「地区別構想」で示した計画をどのように実現化してい

くかという方策になります。109 ページをご覧ください。「２．主要プロ

ジェクトの戦略的展開」では、新たに「（１）藤沢都心部の再活性化」を

追加いたしました。次に 110 ページをご覧ください。新たな項目として追

加いたしました「３．多様化する都市づくりの担い手との連携推進」では、

市民や NPO、事業者等都市づくりに関わる様々な主体と連携していくこと

を示しております。 

  続いて 111 ページをご覧ください。「５．進行管理と見直し」について

は、進行管理を行っていくこと、必要に応じた見直しをしていくことにつ

いて、これまでの内容を充実させるとともに、突発的な状況変化への対応

として、一定の手続きを経た上で部分見直しができることを追加いたしま

した。さらに、成果指標を設定すること等を追加しました。 

  次に、「６．これからの本市都市計画の考え方」は、新たに追加した項

目となりますが、都市計画法の改正等があっても、都市構造や土地利用等
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の基本的な枠組み、考え方は継承していくことを示しています。一方で、

目標年次前であっても、人口減少社会や低炭素社会を見据えた都市構造や

土地利用のあり方については、早期に検討していくこと等を示しています。

以上が推進方策及び内容の説明となります。このあと、本審議会で討議を

いただいたのち、必要な修正を加えたものを改定素案として広く市民に公

表していくこととなります。ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

会長  ただいまの説明に対しまして、ご意見・ご質問がありましたらお願いい

たします。 

Ａ委員  低炭素型社会というのは非常に大事なことですが、先ほど 1990 年に比

べて 40％減というような説明でしたが、これは相当なことをやらないとそ

こまで到達できないのではないかと思うので、都市計画の中ではどの辺に

力を注いでいるのか教えていただきたい。 

事務局  40％という数字についてですが、国は 25％と言っている中で見るとびっ

くりする数字なんですが、まず目標年次が２年間ずれているということが

１つございます。当初 30％を想定していたようですけれども、現況の二酸

化炭素排出量の算出方法を、今までは藤沢市独自の算出でやっておったの

ですが、今年の春先に国の「全国同じやり方で算出しなさい」という指示

に基づいて算出した結果、1990 年に比べて 30％を超える削減が既に達成

されているという状態になっておりまして、それに基づいてさらに努力目

標ということで上乗せして 40％にしているということでございます。ちな

みに 30％を削減しているというのは、度重なる工場撤退といったこともか

なり影響しているということで、都市計画としては胸を張れるものでない

部分もあるのですが、一応そういったことでございます。 

  それでは低炭素化に向けてどういったことを推進するかというと、家庭

のこと、産業構造のことがかなり大きいのですが、都市計画としては交通

の流れをよくすることによって排気ガスを削減すること、あるいは今後、

ＥＶＳとか電気自動車といった取り組みも必要になってくると思います。

一方で、自転車という交通手段をより重要に考えていくということもござ

いますし、緑系についても当然、二酸化炭素の吸収ということで推進して

いかなければならない。それから今後、新たに誘致する産業系の工場等に

ついては、極力環境に配慮した業態あるいは土地利用ということを考えて

いかなければいけないと考えております。 

会長  今の発言に関連して 19～20 ページに「低炭素化に向けた取組」が書い

てあります。これは全体として方向性が書いてあるのですが、今の数字と

の関係では、いずれだんだんブレークダウンして、定量的にどの程度とい

うことが出てくるということですか。 
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事務局  今回、都市マスタープランでも方向性としてはお示ししたのですが、実

際に都市計画、都市整備の環境分野で掲げている 40％削減がどの部分でど

のくらいになっていくということについて、今回はそこまでお示しできな

かったのですが、国土交通省からも今後、特に都市計画分野でのＣＯ２の

削減に関していろいろな算出方法等が示されてきておりますので、今後の

改定に当たっては、そういった目標値等を設定していく必要があると考え

ております。 

会長  改定というより今後の実務の中でこれが数値化されていくというふう

に考えていいのですか。 

事務局  実務の中で一つひとつのとらえ方はなかなか難しいかと思いますが、国

から示されている設定の仕方等も今後勉強しながら、改定というのは例え

ば５年先、10 年先という先の話ではなくて、毎年それなりにチェックをし

ながら進めていかなければならないと思っています。それぞれの事業を進

めていく中で、恐らくそういった視点が求められてくると思いますので、

実際の削減量といったことが算出できるような形になれば一番いいので

すが、なかなか個別の算出方法が、例えば道路１本通したときにどういう

算出方法があるか、研究していきたいと考えております。 

Ｂ委員  基本理念のところに「コンパクトな都市構造」と、「自立」という言葉

があるけれども、この辺の意味が全体を通してみてもわかりにくい。コン

パクトな都市構造、自立というのがあちこちに出てくるが、どういう意味

なのかご説明いただきたい。 

事務局  「コンパクトな都市構造」にはいろいろな意味が当然あると思うのです

けれども、少子高齢化、人口減少社会を見据えた中で、１つは市街地の規

模が大きなことだと思います。全体の都市計画区域の考え方としては、今

後、線引き制度自体がどうなっていくのかという不透明な部分はあります

けれども、現行制度の中で考えていく限り、あくまでも現在の市街地規模

というものをいたずらに広げることはなく、市街地をなるべくコンパクト

に維持していくということで、藤沢駅周辺、辻堂駅周辺といった駅周辺の

中心市街地の活性化を進めるとともに、必要な部分については必要な都市

基盤の投資をしていくわけですけれども、なるべくコンパクトに全体の構

造に収めていくといったこととか、地区の視点に立ったときに、身近な鉄

道駅や市民センター・公民館といった地区のコミュニティ施設を中心とし

たまちに、今後、高齢社会を迎える中で、なるべく身近なところで完結で

きるまちづくりというものも必要だろうと、そういった意味でも「コンパ

クトなまちづくり」という言葉を使っております。 

  藤沢都市マスタープランの「将来都市像」のところで、「自立するネッ
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トワーク都市」と位置づけております。これは市民一人ひとりの自立、地

域としての自立、都市としての自立とそれぞれが主体的に動いて都市を構

成していくことですが、当初つくったときも 13 地区で非常に議論しなが

らつくってまいりましたけれども､それぞれの地域の個性というものを生

かして、都市づくりを進めていこうという基本的な考え方によって「自立

する」ということを位置づけ、また､それぞれの地域が連携していくこと

によっての藤沢市域全体としての成り立ちがつくられてくるということ

で、連携ということも非常に重要な考え方であるということで、「自立す

るネットワーク都市」というものを定めたわけです。この考え方は、今、

総合計画の中でも「市民主体のまちづくり」という位置づけがございます。

そういう中では全体の総合計画の考えとも一致していくものであろうと

考えております。 

Ｂ委員  先ほど、コンパクトと言ったときに勝手に想定したのは、今、村岡を含

めて６つの核をつくるわけですが、その核の中でそれぞれ日常生活が営ま

れることが可能だと。方向性とか自転車というのは、大規模に移動しなく

ても日常生活が成り立つように機能を集約していくということで、そうい

うものは集約型で行くから「コンパクト」と言っているのかなと思ったら、

都市全体の規模も拡大しないと言われたけれども、もう少しこの辺がわか

りやすいといいのではないか。 

  それから「自立」と言うと、通常、都市にいると財政であり、エネルギ

ーであり、労働供給とかを想定するので、都市計画で言う「自立」は、正

直言って理解できかねる。 

会長  今のコンパクトの話は、都市計画の領域ではよく使われているのですが、

人によって大分イメージが違うところもあるので、ほかのところでも都市

計画的な用語について解説するようなページはないんですか。パブリック

コメントするときに、そんなにたくさん書く必要はないけれども、大事な

ことはコメントがあった方がいいと思う。 

事務局  策定協議会でも、横文字でわかりづらいものがあるので、これについて

はきめ細かく説明をするべきだというご意見がありまして、なるべく、わ

かりやすい説明をつけていきたいと思っております。 

Ｃ委員  来年３月に都市マスタープランは改定されるということだが、このマス

タープランができ上がった以降はどういう位置づけになるのか。例えば民

間の開発業者が開発をするときに、このマスタープランに沿わないという

ような開発が企画されたときに、藤沢市はこのマスタープランがあると、

そのマスタープランに沿わないからその計画はだめだという法的な位置

づけ、根拠が生じるのかどうか、その基になっているのは風致地区という
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指定があっても、その風致地区は法的拘束力はないから、いろいろな問題

が個々に起きてきているということを聞いたこともあるので、それが正し

いかどうか、その位置づけがわかりにくい。 

事務局  都市計画のマスタープランは都市計画の基本的な考え方になりますの

で、マスタープランを策定しますと、今後都市計画決定をしていく場合に、

マスタープランに書いてあることが必要になります。これはあくまでも方

向性でありまして詳細までは決めておりませんので、方向性に合った形で

いろいろなまちづくりが進められていくものだと考えております。ただ、

時代の変わるスピードについては、都市マスタープランをつくったときに

20 年というスパンで考えておりましたけれども、社会的な変化が大きいと

いうことで、見直しについてはなるべく密にしていこうという推進方策で

もうたってありますが、細かいところはうたっていないので、大きな方向

性はこの流れで都市計画の分野のものは進めていくという位置づけにな

っています。 

会長 法律上の性格をきちんと説明した方がいいと思います。 

事務局  都市計画の基本的な考え方をつくらなくてはいけないということが都

市計画法第 18 条の２で定められておりまして、それに基づいて各都市が

都市計画の方向性として都市マスタープランを策定しているというのが

基本的な考え方になっています。 

会長  都市マスタープランを策定すると、現実の行為にどう影響するかという

ご質問だから、用途地域とか道路とか都市計画決定しますと、個々の開発

に直接満たさなければいけないということになるけれども、このマスター

プランはそういう権利制限を伴なうような都市計画をつくるときには「マ

スタープランに即して」と書いてある。マスタープランに書いてある方向

をきちんと踏まえて個々の都市計画は決めなければいけないというふう

になっているから、マスタープランが直接民間の開発行為に対して適用さ

れるという形ではありません、間接的です。 

  もう１つ、これは個人的な意見も入りますが、例えば建築基準法では建

物を建てるときに、例外的に認めるという制度が幾つかあるんですが、そ

ういうものを活用するときはこのマスタープランの方向性も多分参照さ

れる。それと全く違う方向で特別扱いするのはよくないだろうという議論

になると思います。 

Ｄ委員  今も行っている湘南シークロスですが、前のマスタープランのままで行

くと、あそこは関東特殊製鋼があったから、開発ということはない。開発

するにはマスタープランを見直して、商業をコアにしていいというマスタ

ープランを直さないと、「即して」と言われているからできないんです。
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そういうことをやるからには、マスタープランをもう一回見直して、都市

再生緊急整備地域を指定して、都市計画の制度を全部ご破算にしてできる

ような形にする。ですから、ある程度大きな開発となれば、これを見直さ

ないと、これに即さないということであれば､やりたいこともできないと

いうのが現実では出てくる。大きな開発であれば、このマスタープランに

書いてあることと違うとなれば、マスタープランを直してまでそうした方

がいいかどうかということが議論されてくることになります。 

Ｃ委員 そうすると、許可しないということはこれで行くのですか。 

Ｄ委員  許可しないというか、そこはどっちの方がいいかということのやりとり

において、こっちを直すか、開発を直すかは相談事になってくる。どっち

でもいいというわけにはいかないと思います。 

会長  マスタープランに基づいて用途地域というのが定められていますが、今、

定められているのは大規模な開発ができないというようなときに、用途地

域自体を変えなければいけませんが、それがマスタープランに縛られてい

るという関係になっている。 

事務局  今回の改定の中で１つ具体的なことをお話させていただきますと、その

後、報告事項で紹介する松下電器の跡地の土地利用がございます。そこは

これまでの中では工業地として 10 年前の都市マスタープランの中では位

置づけておりました。当然、藤沢市としては東海道線沿線の工業地として

維持していきたいという考え方でしたけれども、この間、かなり産業構造

の変化で転換をするということになってきましたので、今回、活力のとこ

ろになるかと思いますが､そこの位置づけというものについては工業地で

はなくて、住宅地の位置づけに変えております。ただ、住宅地に変えるに

しても環境に配慮したということが必要になるということがあるので、環

境部分の「低炭素社会の構築に向けた都市づくり」の中でも、そういった

土地利用転換に当たっては「環境共生に向けた市街地や建物の更新等を契

機とした低炭素社会に向けた取組の推進」というものも今回､新たに追加

をさせていただいて、そういった考え方を示すことによって、例えば民間

の開発に対していろいろな形で誘導できるような方向に持っていけるの

ではないかと、今回はそういう位置づけが結構大きい例かと思います。 

Ｄ委員  先ほどの 2020 年までに 40％削減という問題は、環境省の排出係数では

30％減というけれども、藤沢市の地球温暖化対策実行計画の方は、国のも

のをベースにするんですか。あれをよく読むと、国の考えているのは全国

の非常に小さい市町村でも簡単にできないような指針で、あの指針の 後

にはこれは非常にラフなもので、精度は保証できないと書いてある。藤沢

はその程度のものなのか。もっときちんとした排出係数を出して、それで
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やらなければいけない。あれは全国平均ではないけれども、各都道府県別

の工業出荷額とか商品販売額で想定した県単位でやって出すようになっ

ている。そうすると 30％削減したというのは工業出荷額を３割減している

だけの話で、本当の民生部門とかはどのくらいになっているのかというの

はそんなに厳密ではない。それを受けて全体を見ると、これはむしろ総合

計画もそうですけれども、鳩山さんが 2020 年までに 25％とか、その前の

内閣で 2050 年までに先進国は 80％というのを本当に実現しようとすると、

民生要するに家庭とか業務の排出量はかなり下げないと、産業部門だけで

はできないことになっている。そうすると 後に行き着くのは、その市の

人たちの生活のスタイルを今までの大量生産、大量消費で使ってきた生活

の仕方から、例えば冬でも家の中でセーターを着ないと生活できないと、

薄着にすると寒くてしようがないというような生活スタイルに直しまし

ょうということまでいかないと、どうも達成できないだろうとなっている。

先ほどの説明だと、藤沢はもう 30％削減したからこのくらい平気ですと本

当に言えるのかということと、この中で総合計画でもう少し市民に自分た

ちの生活スタイルまで変えないと低炭素社会は実現しないんだというこ

とをもう少しうたい上げないといけない。このマスタープランでもこれは

都市計画ですから、都市計画制度と事業を使ってやることはこれだけです

よということしか書いてない。もっと市民の人たちに、それだけはそうい

うことはできないので、こういうことまでやってくださいということを書

いておいた方がいいのではないか。そうしないと、これを見た市民は我々

は何もしなくていいんだと、行政がやってくれるんだと、そうしたら黙っ

ていても達成できるんだと読まれてしまう。地域分権で各 13 ブロックご

とに勝手に何かやればいいんだというふうに読めちゃう。そうではないん

だというのを 初のところか、あるいは 後の推進方策の中で、生活まで

いろいろな意味で変えていかないとだめなのでご協力願いたいというよ

うな姿勢がにじみ出ないと、これを見ていると、行政がやりますから黙っ

ていてくださいというふうに読めちゃう。そこはどんなスタンスなのか。

これを直すとか総合計画のスタンスもそういうことを言わないと、これだ

け直すのは難しいと思うので、その辺はどんなふうに連動するかという話

を少しお考えいただいた方がいいのではないかというのが私の印象です。 

会長 非常に大事なご意見がありました。 

事務局  40％削減の話ですけれども、それは現況の排出量の算定方法に関して国

から同じものを使いなさいというのが来たということです。 

Ｄ委員 「使いなさい」とは書いてなくて、何もできないところはこれをお使いく

ださいとなっているだけです。 
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事務局  それはあくまで現況の取り扱いであって、いずれにしても今後、目標を

定めてどれだけ削減していくかという部分については細かく藤沢市の考

え方としてきっちりと算出しているということで、正確な数字はわからな

いのですが、さらに努力目標ということで頑張った数字を上に乗せている

というふうに聞いておりますので、現況の取り方については、もう一度確

認をしておきますけれども、今後の削減量、削減目標のところで特に緩め

てしまったということではないというふうに聞いております。 

  それから総合計画と都市マスタープランの役割分担ということがあり

ましたので、家庭内の話とかはここではあえて書かなかったわけですけれ

ども、とはいえ都市計画の分野としてもなるべく自家用車で出かけること

は避けましょうとか、自転車をなるべく活用しましょうとか、どんどん緑

を増やしていきましょうといった市民一人ひとりの意識の啓発といった

こともある意味では当然必要なことなので、その辺の書き方としてどうい

うふうにやっていくのが一番いいのか、検討したいと思いますけれども、

項目として挙げるというか、全体の低炭素社会構築に向けた都市づくりと

いうところの意思表示というものもここでしているわけですから、もうち

ょっと市民の方も協力して、市民一人ひとりの意識、行動がそういうもの

に結びついていくんだという表現を入れていかなければいけないかなと、

貴重なご意見として承って、ちょっと考えてさせていただきたいと思いま

す。 

Ｅ委員  都市マスタープランの委員になっている私としては、これを読んでいて

何か抜けているなと感じたのは、工業とか観光とか農業が「活力を生み出

す都市づくり」という項目に入っているのに商業系が全くない。参考資料

の古い方の 41 ページには「都市拠点地区における機能強化と活性化の促

進」ということできちんとうたっているのに、今度は一部消えている。ど

ういう意味でなくなったのか、その経緯をお知らせいただきたい。にぎわ

いとかは都市の構造で一番大切だと思うので、これを抜いての都市づくり

はあり得るのかどうか、どこの文章を読んでも前の都市マスタープランの

活力を生み出す都市づくりと今回の都市づくりと全く違う構造になって

いる。 

事務局  今、お話にあったのは現行の都市マスタープランの 41 ページで、今回

お示ししているのは 16 ページの「活力を生み出す都市づくり」ですが、

「商業」という言葉が表面上出てこなくなっているのですが、実は考え方

として 16 ページの①「都市拠点における機能強化と活性化の促進」とい

うことで、今までの都市マスタープランでは拠点それぞれについて余り細

かく触れていなかったのですが､それぞれの拠点の役割､性格というのは
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また違いますので、そういうことをより詳しくここで記述していこうとい

うことで、この中で記述をしていったつもりですが、結果的に、本来だっ

たら藤沢、辻堂、湘南台といったところが特に商業系の話が入っているべ

きなんですが、そういった意味のことは書いているのですが、「商業」と

いう言葉が抜けてしまっている。中心市街地の機能更新とか都市機能の計

画的な集積といった中に含まれてしまった感じで、おっしゃるように「商

業」という言葉が表に出ていない。 

Ｅ委員  商業だけでなくサービス業務も第三次産業として都市の構成要素には

重要だ。 

事務局  確かに②のところで工業系、③で地産地消の農業が出ておりますので、

それに比較して、項目立てはこういうふうに考えているので、都市拠点の

中での表現を検討してみる余地があるのかなと思います。 

Ｅ委員  特に、藤沢、辻堂、湘南台は重要な都市の拠点になるから、その辺のと

ころでまとめていただいた方がいいのではないか。 

事務局  もう一度見直して考えたいと思います。 

会長 そこは①の中にきちんと入れていただけたらと思います。 

Ｆ委員  都市マスタープランには市民もいろいろワーキンググループというか、

策定協議会において関わってきたと思う。策定協議会はまた地区別策定協

議会になるのかはわからないけれども、いろいろな市民が関わっているプ

ロセスを資料編などで充実させていただきたいという希望を持っていま

す。というのは、都市マスタープランは都市計画法の改定が出た翌年に国

から県あてに通達が出て、市民を巻き込んでワーキングやワークショップ

をやったりしてまとめて、またマスタープランの内容についてはわかりや

すくするとか、かなり細かい内容が国から通達できている。その辺が市民

まちづくりのムーブメントの流れになってきているところが多少あった

し、また今、あちこちの市でマスタープランの改定作業が進んでいるけれ

ども、そのマスタープランを策定した市民の方々がその後ＮＰＯをつくっ

たりして、まちづくりの活動に動いているということがあちこちで見られ

ますので、そういう意味では市民がつくり上げた部分の、本文ではなくて、

そういうものを盛り上げていった市民参画のムーブメントをとめないよ

うに、関わった方の名簿掲載もあるでしょうし、何かその辺配慮していた

だければと思います。 

事務局  現行の都市マスタープランの一番後ろ、黄色いページの資料編ですが、

これは 10 年前につくったときの資料として、それぞれ地区別あるいはど

ういった経過で進めてきたかというものがついております。今回も 終的

にはこういった資料等を充実して、どういった経過で改定をしたかという
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ことは記載していきたいと思っています。ただ、今回は一部改正という流

れの中で当初のような形はやっておりませんけれども、別途、地域経営会

議という新たな組織もできて、そちらとも何回かにわたる意見交換もやっ

ておりますので、地域経営会議との関連とかその他の地区の団体も含めて

資料としてどういう経過でまとめて､どういう人たちが参画して、これか

らその人たちとどういうふうにして考えていくのかといったところを資

料としてまとめていきたいと思います。 

会長  パブリックコメントの段階でもどういう経過でここまで来たのかとい

う情報は大事ですので、 終ではなくて、パブリックコメントの段階にち

ゃんと添えた方がいいと思いますが、それには間に合いますか。 

  それと関連して、冒頭に、今回の改正のポイント的な説明がありました

が、ああいうものもないと、一般の人にこれを全部読めと言われてもなか

なか大変ではないかと思うので、今回はこの辺に改定の眼目がありますと

いうのを同時に示して、関連ページはこの辺ですというようなものを一緒

に出すのが親切だと思います。可能であれば、ぜひそうしてください。 

事務局  パブリックコメントについては、インターネットで掲示することを基本

としておりまして、インターネットのページについては、今おっしゃられ

たようなことも含めて十分に対応していきたいと思います。それから各地

区別のセンターに置いておくというところで、お持ち帰りいただくという

部分について、どういうふうにするかというところは事務局として考えて

いるのですが、冊子も多くてお持ち帰り用というのはなかなか難しい部分

があり、少なくともインターネットではきちんと対応していきたいと思っ

ております。 

Ｅ委員  地区別構想を読むと、「地区の指標」の中で、全体の人口とか人口密度

とか世帯数の増加率が市全体の増加率と地区の増加率とが、年度ごとによ

ってばらばらで、市全体との比較でこの地区が伸び率がどういう推移にな

って、市の全体の増加率との乖離がどのくらいあるのか、増えているのか、

減っているのかというのが一番大切だと思うけれども、どうもこれではわ

かりづらい。普通は、ある年度を 100 にしてだんだん増えてプラスが 100

が 110 になったり、115 になったりということで、市もそれで 100 にして

同じにやっていけば、この増加率も市全体の増加率と地区の増加率とが明

確にわかるけれども、その辺はこういう表現の仕方しかないんですか。た

だ、数字が並んでいるだけで、自分で計算しないとわからないので、ちょ

っとお尋ねしたい。 

事務局  確かに数字が並んでいるので、こういった数字を見慣れている方もいら

っしゃるかもしれないんですが、多分、一般の市民だとなかなか理解しが
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たいという部分はおっしゃるとおりかもしれません。この表の数字だけで

なく、その他の図面類についても、もちろんチェックはしてあるのですが、

今後、 終的なものをつくり上げていくに当たって、パブリックコメント

までには間に合わないのですが、またパブコメでもいろいろご意見が出て

くると思いますので、 終的につくり上げるときにはすべて精査して、内

容を変えるということではなくて、見やすい、わかりやすいものに変えて

いくようにしたいと考えていますので、よろしくお願いいたします。 

会長  予定の時間を大分超えていますので、きょうはこの辺にしたいと思いま

すが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

会長  それでは、今のご意見を踏まえて必要な修正等をお願いします。 

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 
会長  次に、報告事項２、旧松下電器産業グループ用地の跡地利用について、

事務局から説明をお願いします。 

事務局  それではお手元の資料に基づきまして「旧松下電器産業グループ用地の

跡地利用について」ご報告いたします。 

  旧松下電器産業藤沢事業所は、本市の辻堂元町６丁目において昭和 38

年に操業を開始し、40 有余年以上にわたり本市を拠点とした企業活動を営

み、産業都市・藤沢を支える大規模製造拠点として、雇用や地域経済の牽

引力を担ってきました。そのような中で、今般の企業経営の再構築等によ

り平成 19 年１月に松下電器産業グループ３社のうち２社が工場閉鎖・撤

退を表明、平成 20 年 11 月には残りの１社が閉鎖・撤退したため、その跡

地利用についてパナソニック社と協議を重ねてまいりました。その結果、

新たな土地利用の転換を地域再生の契機と捉え、新たな公民連携により、

都市における低炭素化を推進する日本初の環境創造まちづくり拠点「ＦＵ

ＪＩＳＡＷＡサスティナブル・スマート・タウン」を実現していくことに

ついて、本年 11 月 17 日にパナソニック社との基本合意へと至ったもので

ございます。 

  それでは、スクリーンとお手元の資料集では１ページ下の図をご覧くだ

さい。まず、計画地の位置でございますが、藤沢駅と辻堂駅のほぼ中間、

ＪＲ東海道本線南側にあり、約 19 ヘクタールという広大な敷地となって

いますが、現在、工場はすべて解体・撤去されて更地の状況となっており

ます。 

  次に、お手元の資料では２ページ上をご覧ください。パナソニック社と

の基本合意の内容ですが、主に３点ございまして、１点目は、藤沢市新総

合計画基本構想で明らかにした３つの都市ビジョンの１つ、「地域から地
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球に拡がる環境行動都市」の実現に向けた先導的モデルプロジェクトであ

ること。 

  ２点目は「エレクトロニクス No.１の環境革新企業」を志向するパナソ

ニックの企業ビジョンを踏まえた日本初の「環境創造まちづくり」。 

  そして、３点目は、藤沢市が重要施策として位置づけます「新たな公民

連携」により、パナソニック社と本市が協働・連携して「サスティナブル・

スマート・タウン」を実現していこうというものでございます。サスティ

ナブル・スマート・タウンとは、低炭素型社会実現に向けてのＣＯ２排出

量の可能な限りの削減をめざす「プロジェクト」であることであり、この

計画区域全体が、住宅、福祉・医療・教育、生活サービスといった機能を

含めて街ぐるみでサスティナブル・スマート・タウンの「プロジェクト」

を実現していくものでございます。 

  次に、お手元の資料では２ページ下をご覧ください。 

  サスティナブル・スマート・タウンの土地利用と都市基盤施設の整備イ

メージでございます。計画区域面積は約１９ヘクタール。計画地の土地利

用といたしましては、全体の主要な部分は「低層住宅ゾーン」とし、北側

のＪＲ東海道線沿線に一部「中高層住宅ゾーン」と「福祉・健康・教育ゾ

ーン」を、計画地の南側には「生活支援ゾーン」を位置づけています。 

  また、ＪＲ東海道本線を横断する南北交通ネットワークの充実を図るた

め、新たな都市計画道路として（仮称）新南北線を位置づけています。な

お、計画地の東側では、本市の｢みず・みち・みどりの基幹軸｣として位置

づけている引地川及び引地川緑地が、長久保公園や｢親水広場｣とともに良

好な｢緑の回廊｣を形成していますが、これに計画地北側の桜並木をネット

ワークさせ、さらに魅力ある｢緑の回廊｣を創造してまいりたいと考えてお

ります。 

  次に、お手元の資料では３ページ上をご覧ください。先にご説明いたし

ました（仮称）新南北線について補足説明させていただきます。この道路

の実現により、東海道線を横断する南北交通と周辺道路の円滑な交通アク

セスの向上を図ることが期待されます。この南北アクセスの強化につきま

しては、本市においてはＪＲ東海道本線によって分断されている南北市街

地の連絡強化は喫緊の課題であること、ＪＲ線北側のショッピングセンタ

ーによる交通渋滞への対応が必要なこと、また、上村（かむら）踏切の交

通安全上の問題から、今回の土地利用転換を好機と捉え、南北道路交通ネ

ットワークの構築に向けた新たな道路計画を位置づけるものでございま

す。 

  この事業のスケジュールとしては、来年には基本計画の合意、そして
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2012 年度に開発協議、基盤整備を行い、2013 年度から順次売却という形

で一部分譲開始を予定しているところであり、これらに先立ちまして、今

後、これらのまちづくりの方針を定めていくものでございますが、それを

担保するための地区計画の決定と（仮称）新南北線の都市計画決定に関す

る手続きを進めていくことにしており、次回審議会でもまたご報告させて

いただきたいと考えております。以上、旧松下電器産業グループ用地の跡

地利用についてご報告を終わらせていただきます。 

会長  ただいまの説明に関してご意見・ご質問がありましたらお願いいたしま

す。 

Ｇ委員  松下電器の土地ということで、面積的にも約６万坪ということですが、

１つはこの中にどのくらいの人口が張りつくのか。２つ目はお話によると、

低炭素社会ということで１区画当たりの面積がかなり広いということも

聞いています。また、松下電器ですから、パナホームが主になるかと思い

ますけれども、かなり１区画当たりの単価も高くなります。そうすると若

い人ではなかなかこの土地には手が出せないということで、40 代、50 代

の人が購入されるのかなと想像しているけれども、将来的にそういう方が

購入されて 20 年、30 年たちますと、１つのまちとして高齢化してしまう

というのが現実かと思います。例えば善行団地は、昭和 40 年代に開発さ

れて、当時は夢の住宅といろいろ騒がれました。現在、40 年たってみます

と、完全な高齢化の波が来ておりまして、いろいろな面で費用がかかって

おります。こういうふうなことで１つまちをつくっても 30 年、40 年たち

ますと、かなり高齢化のまちができるということです。そうすると、行政

の方にもかなりの負担がかかる。いろいろな面で高齢化に対する対策を立

てていかないと、新しい低炭素の住宅を建てても人間は１年ごとに年を取

っていくのが現実です。そういう面も含めた中の計画もぜひお願いしたい

と思っています。 

事務局  人口規模ですけれども、低層住宅部分で約 700 戸、中高層マンションが

300 戸と大体 1,000 戸ぐらいを想定しているということですので、2,500

人から 3,000 人ぐらいということです。価格帯については現在、全く決ま

ってないということで、先ほどパナホームというお話があったのですが、

約 1,000 世帯程度の分譲となりますと、パナホームという１つの会社だけ

でやるのは恐らく不可能だということで、何社かに分けてということも考

えているようです。それと同様に１つの敷地規模も今のところはっきりし

ておりません。多分大きめのものから小さめのものとそれぞれ用意される

のではないかと考えております。当然、 先端技術の設備等を伴ったとい

うことをうたい文句にしている関係上、安い住宅にはならないとは思うの
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ですが、ご指摘がありましたように、余り高いものになって、若年層が入

ってこれないようなということは、それはそれで今後の問題を抱えること

になりますので、そういったこともまだ決まっている段階ではございませ

んので、企画部門と都市計画部門と連携する中で、パナソニック社とこれ

から協議していく中で、そういったことを十分要望していきたいと考えて

おります。 

Ｇ委員  その中でも特に気になるのは、福祉・健康・教育ゾーンということです

けれども、福祉の面で将来的には必ずお金がかかるのは目に見えています

ので、充実した考え方を行政も持っていただいて、はっきりとした藤沢市

の考え方を出していただけたらと思います。 

事務局  土地利用の計画自体もゾーン分けで進めているところでありまして、市

の方も企画部門が一応所管していて、都市計画の方も土地利用の関係で一

緒に会議等には出させていただいておりますので、福祉というと、保育関

係と高齢者の機能の２つの要素が考えられると思いますが、そういった点

も含めてパナソニック側と十分話を進めていきたいと思います。 

Ｅ委員  都市計画道路として、藤沢厚木線の南伸を進めていこうという話を聞い

ていたのですが、今、パンフレットを見ると、この敷地内に道路が高山車

庫のところまで東海道線をくぐって向こうへ行くような構想になってい

る。これができることによって藤沢厚木線の南伸との関連はどうなります

か。 

事務局  藤沢市としては、藤沢厚木線の位置づけは広域幹線ということで変わっ

ておりませんし、今後とも、これは神奈川県に施行してほしいということ

で、要請をさらに強めていく予定です。位置づけとしては松下電器のとこ

ろを通るのは地区間の道路ということで、広域幹線としての位置づけは考

えておりません。地区間の中でＪＲ東海道線の北と南を結ぶ役割を果たし

てもらおうというふうに考えておりまして、藤沢厚木線の位置づけについ

ては市としては変えるものではございません。 

Ｅ委員   パナソニックの道路の幅員はどのくらいの予定ですか。 

事務局  当然、２車線は必要であると考えておりますけれども、構造といった点

についてはこれから詳細な検討を進めていく必要があると考えておりま

す。 

Ｅ委員  生活道路ですか。 

事務局  生活道路というと、歩道がない６メートル道路といったことになります

けれども、ここは北と南を結ぶということであって、上村踏切の問題もあ

りますから、当然、歩道は 低限つけていく必要があるだろうと考えてお

ります。地区と地区を結ぶ幹線道路という位置づけです。 
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会長  ほかにありませんか。 

  ないようですので、この件については以上とさせていただきます。 

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 

会長  次に、報告事項３、藤沢都心部再生及び公共施設の再整備について、事

務局の説明をお願いします。 

事務局  この資料３は、先日、議会の特別委員会でご報告された資料の中からの

抜粋となります。１ページから４ページまでが藤沢駅周辺地区の整備構想

に向けた検討状況、５ページからは藤沢市公共施設整備等事業手法検討委

員会の状況を参考までに添付しております。説明の方は特にこの資料とは

関係なくお話をさせていただきますので、資料の方は後でご覧いただけれ

ばと思います。 

  それでは、藤沢駅周辺のまちづくりの状況についてご報告いたします。

前回の審議会でも報告を若干させていただきましたが、重なるところもご

ざいますが、より詳しく今回はご説明したいと思います。今回の都市マス

タープランの見直しの中でも、本市の中心市街地藤沢駅周辺の活性化は非

常に大きな課題として取り上げております。藤沢駅周辺については、本市

の都心及び広域交流拠点として、多機能の回遊型中心市街地を目指すこと

としております。これまでに整備された都市基盤を活かしながら、建物更

新の促進や機能の集約・再編を図る必要があります。 

  藤沢駅周辺地区は、湘南の玄関口として公共施設や文化施設、商業業務

系の施設が立地しており、本市の中心市街地を形成しております。過去昭

和30年代から50年代にかけての土地区画整理事業や市街地再開発事業等

により、都市基盤の骨格が整えられてきましたが、以来、30 年近くを経る

中で、さまざまな課題が顕在化しております。前回もご説明しましたが、

藤沢駅周辺の課題としては、駅構内の来街者動線、乗り換え動線が錯綜し

ていること。バリアフリーや安全安心の観点からは十分な対応ができてい

ない駅施設、駅前広場、デッキなど問題を抱えていること。特に北口を中

心として藤沢駅周辺の交通渋滞、老朽化しつつある市庁舎、市民会館等の

公共施設や駅周辺の民間建築物、衰退する駅前の商店街等賑わいと活力が

だんだん失われてきている。これをいかに活性化していくかが大きな課題

ということです。これらさまざまな課題がたくさんある中で、特に藤沢駅

周辺の再整備に関するテーマとして、駅を含めた交通環境の利便性の向上、

南北一体のまちづくりによる駅周辺商業地の活性化、市庁舎を含めた公共

施設の再編の３つが大きな課題ととらえております。 

  これらの課題にこたえていくためには、藤沢駅周辺の将来像を描くとと

もに、それに係るさまざまな主体がその将来像の形成手法や土地利用など



 22

を共有して役割分担をしながら、都市づくりに取り組む必要があると考え

ております。こういったことを実現していくために、現在、藤沢市ではま

ちづくり推進部の中に「藤沢駅周辺地区整備担当」を置きまして、地域住

民の方々や学識経験者、地元経済団体、関係機関、行政から構成されまし

た「藤沢駅周辺地区再整備構想検討委員会」を今年５月に設置いたしまし

た。再整備構想策定に向けてこれまでに３回開催し、さまざまな検討を行

ってきております。今後の予定としましては、今年度内に構想のまとめを

行うことになっております。 

  また、先ほど駅周辺の再整備に関するテーマとして挙げた３つ目の「庁

舎を含めた公共施設の再編」については、本市が保有しております公共施

設約 78 万 4,000 平方メートルのうち、一般的に建物の寿命とされている

築30年以上の建物は約41万平方メートルで全体の52％となっております。

特に市庁舎本館は築 59 年を経過して も古く、次いで市庁舎東館が築 49

年、南図書館が築 47 年、市民会館が築 42 年を経過しており、どれも老朽

化が進んでいることから耐震性能が低く、大地震が来たときに非常に危険

性が高いという状況です。 

  そこで、新しい公共の視点に立って解決を図る公民連携モデルプロジェ

クトとして、公共施設の再編・整備をしていく必要があると考えておりま

して、アイデア提案を広く民間に求め、藤沢市公民連携により機能更新す

る市庁舎などを藤沢都心部の機能強化と再生の一助になると考えており

ます。現在、庁舎整備検討プロジェクトとして、藤沢市公共施設整備等事

業手法検討委員会を本年4月に設置しまして、公民連携基本方針に基づき、

アイデア提案に当たっての諸条件の検討、新たな公共の視点によるプロジ

ェクトファイナンスや民間事業者参画の可能性について検討を行ってき

ております。 

  この中で庁舎・市民会館エリアの再整備に当たっての考え方としまして

は、市庁舎、市民会館エリア及び湘南Ｃ－Ｘ・Ｃ－1 街区の 3 つの公共用

地を対象用地として公共施設の再構築を図るとしております。また、公共

施設の再編に当たっては財政支出の平準化を基本とすることや､藤沢らし

い将来を見据えた市庁舎、市民会館等の公共施設のあり方を明らかにする

こととしております。 

  これら 2つの委員会での議論を踏まえた中で、都市計画として藤沢駅周

辺をどのように位置づけ、再生していくかが大きな課題です。先ほど報告

いたしました都市マスタープランの中でも都市拠点としての藤沢駅周辺

といったことを記述しておりますが、この都市マスタープランでの考え方

と大きく変わるものではないと考えております。具体的には藤沢駅周辺は
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鉄道 3線の結節点であり、商業の広域的拠点であり、行政・文化・業務機

能の集積地であること。これらの機能・特性は今後も生かしていかなけれ

ばなりませんが、これからの時代に適った都心部を形成するには次の新た

な 3つの視点で見直すことが必要と考えております。 

  1 つ目は、少子高齢社会に対応したコンパクトな都市空間の形成であり、

都市生活の充実と都心部居住といった観点が必要である。 

  2 つ目は、環境問題や地震など都市災害への対応が備わった都市空間の

形成であり、省エネや循環システムの導入と防災拠点としての機能向上と

いった観点。 

  3 つ目は、都市生活施設への投資と維持における新たな公共的な空間の

形成であり、公共投資の集中と選択や民間の活力・ノウハウ・資金の活用

といった観点です。特に公共施設の有効活用という観点からは商業機能と

居住機能の融合が大きなテーマになってくるものと考えております。 

  以上､藤沢都心部再生及び公共施設の再整備に関して検討が進められて

いる2つの委員会での論点と対応する都市計画の考え方についてのご報告

を終わります。 

  今後、藤沢駅周辺のまちづくりを進めていくに当たっては、「都心部の

居住」という考えが 1 つのキーワードになってくると考えておりますが、

藤沢駅周辺におきましては、既に地区計画によってあえて住宅を禁止して

いるという地区もあり、こういった地区計画の変更とか新たな住宅併設型

の地区計画の導入といったことも想定していく必要があると考えており

まして、こういったことに関しても今後審議会において議論していただき

たいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

会長  ただいまの説明に関しまして、ご意見・ご質問がありましたらお願いい

たします。 

  資料と離れての説明でしたが、発言の要点はメモで出してもらわないと

フォローできないので、次回からはお願いします。 

  2 つの委員会が活動中であるということで、都市計画的な措置が必要に

なってくると思っているのはいつ頃ですか。 

事務局  こういった方針に基づいて都市計画上の規制を何らか変更していくと

いうことであると、来年の夏までには決定していかなければいけないと思

います。 

会長  ほかにご発言がなければ、この件についてはよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 

会長  それでは、報告事項４、高度地区の検討について、事務局の説明をお願



 24

いします。 

事務局   それでは、「高度地区の検討について」ご報告申し上げます。高度地

区の検討につきましては、第 129 回都市計画審議会でご報告し、ご意見を

いただきました。その後の検討経過について、ご報告申し上げます。まず

１ページ目をお開きください。１ページでは、検討の背景と課題について

示しております。 

  本市は、用途地域や日影規制において、これまで他市よりも厳しい制限

をかけ、良好な住宅環境を維持してきました。しかし、近年、市内におい

ても高層マンションの建設が増え、眺望景観や日照の阻害といった問題が

発生しています。このようなことを背景とし、建築物の高さの適正化と良

好なまち並み景観の形成を図るため、昨年度より庁内検討プロジェクトを

立ち上げ、高度地区の検討を行っております。本市の建物高さに関連する

課題ですが、１つ目の住宅市街地では、用途地域の縁辺部、路線型用途地

域内での高層マンション立地により、市南部を中心に近隣トラブルが発生

していること、また、絶対高さ制限のない用途地域内では、低層住宅地の

中に突如として高層のマンションが建設されることにより、住環境の悪化

が懸念されています。 

  商業地では藤沢駅や湘南台駅周辺で、利便性の良さと高い容積率を生か

した高層マンションが多く立地し、その一方で、商業地としての魅力を高

めることや活性化が課題となっております。 

  工業地では、工場跡地のマンション建設により、住宅と工業施設の混在

による操業環境悪化などが懸念されています。 

  次に２ページをお開きください。ここでは、これらの課題を解決するた

め、具体的な制限値や緩和策を検討するにあたっての考え方を示しており

ます。 

  １番目の「上位計画での位置づけ」では、今回お示しした改定都市マス

タープランにおいて、都市づくりの基本方針に「美しさに満ちた都市づく

り」を新たに加え、その中でゆとりある居住環境を形成し、質の高い都市

づくりを目指すための大きな要因として、高さ制限の必要性について位置

づけています。 

  ２番目は、高度地区を定める区域等についてで、高さの問題はどこでも

発生する可能性があることから、10 メートルの制限がある第一種、第二種

低層住居専用地域を除く市街化区域全域を対象とし、用途地域に応じて、

絶対高さ制限を定めることを基本と考えております。制限値の設定にあた

っては、既に高度地区を定めた周辺市や、現在の本市の高さの状況を踏ま

えながら検討しております。 
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  次に３番目で、景観的要素に考慮した制限とするため、市南部では低層

住宅の景観に配慮し、背景の丘陵地の高さなどを考慮した制限を検討しま

す。市北部では現行の用途地域の中で景観に配慮しながら一定の高さ制限

を検討してまいります。 

  ４番目は、地区の特性に応じた制限として、用途地域の縁辺部、路線用

途地域内など、特に問題が発生しやすい場所で、周辺環境に考慮した制限

を検討します。また、高さの基準は、各用途地域に定められた容積率に応

じた制限とし、特に厳しい制限が求められる地域には地区計画等の活用に

より、地域にふさわしいまちづくりを進めることとします。 

  工業系用途地域内では、工場の操業環境を守るため、建物用途に応じた

建物高さ制限を検討していきます。 

  次に５番目、特例の設定でございまして、既存不適格建築物は、建て替

え時には制限に適合させることを基本とし、著しい不利益が生じるものに

つきましては、特例を検討します。 

  次に、建築物の高さに関する制度のまちづくりへの活用ですが、藤沢駅

や湘南台駅、辻堂駅といった都市マスタープランに定める都市拠点では、

土地の高度利用による賑わいが求められるため、高度利用地区や特別用途

地区など、一定の高層建築物を誘導する方策を併せて検討してまいります。 

  他都市の多くは同時に新たな制度として設けている事例が多いのです

が、総合設計制度等の活用により、環境や景観への配慮や地域活性化に寄

与するものについては、緩和事項を設けるなどのルールづくりを検討して

まいります。 

  ３ページの下の表では、用途地域ごとの土地利用の特徴と高さの考え方

を示しております。 

  なお、前回の報告のときに議論がありました市街化調整区域についてで

すが、本市は、平成 16 年に市街化調整区域の形態制限を導入し、市街化

調整区域内の建ぺい率、容積率､道路斜線、隣地斜線、日影規制等につい

て、第一種低層住居専用地域と同程度の非常に厳しい制限をかけているこ

とから、現在の検討案では入っておりませんが、今後実態状況を踏まえた

中で、あわせて検討していきたいと考えております。 

   次に、４ページをご覧ください。こちらは、検討する項目を時系列でま

とめたものでございます。検討のスケジュールを下に示しております。こ

れまで、用途地域ごとに容積率を使い切れる高さを想定し、現在、都市計

画基礎調査のデータによる地域ごとの建物階数の状況と、高層建物の建設

より周辺とトラブルになった場所について、調査をしています。今後、さ

らに細かく地域の現状に見合った制限値を検討していく予定でございま
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す。そして、高さ制限の考え方をまとめ、来年度の初め頃に第１回目のパ

ブリックコメントを実施し、高さ制限の必要性について広く市民に意見を

求めるとともに、建築物の高さの現況調査を実施し、緩和事項等について

も詳細に検討していく予定としております。その後、素案がまとまった段

階で、実際の制限内容を第２回のパブリックコメントとして平成 24 年度

の当初に実施し、原案をまとめた後、都市計画手続を行い、市民の方々へ

の説明や周知期間を経て、24 年度中に決定していきたいと考えております。 

  今回は考え方の簡単な概要についてのみのご説明となってしまいまし

たが、基本的な考え方や、具体的な検討に当たってのご意見をいただけれ

ばと思いますので、よろしくお願いいたします。 

会長   ただいまの説明に関してご意見・ご質問がありましたらお願いいたし

ます。 

Ｈ委員  一番の課題となるのは準工業系の地区で、特に住宅系と工業系が混在す

る地域において、これからいろいろトラブルが出てくるのが、今、北部二

の三の区画整理をやっているいすゞ自動車と県道藤沢厚木線の間に広大

な準工業地域が広がっているところ、あの辺をどう整理していくのか。工

業系ですから、本来､町工場などがたくさんあるところに、後からマンシ

ョンができて来て、そこに住む人から振動がどうとか、音がどう、日影が

どうとかといったトラブルの問題に対してどう解決していくかが一番の

課題かと思うので、その辺はどうするのか。 

  それから用途地域ごとにそれぞれ高さ等を制限するということですが、

準工業地域はどうするのか。「健全な用途の純化、環境の維持保全を行う

ための制限を検討します」とあるけれども、例えば準工業地域の中でもま

た何か規制を設けていくような考え方になっているのか、お聞かせくださ

い。 

事務局  今ご指摘のありました北部二の三地区は、いすゞ工場を含んだかなり大

きな範囲で土地区画整理事業を実施しているところです。そこに藤沢厚木

線が 近開通しまして、沿道の土地利用がこれからどんどん進んでいく可

能性が高まっている場所で､その一帯が準工業地域に指定されておりまし

て、そこでの高さ制限についてどういった考え方で臨んでいくのかという

ことですが、まず１つは、準工業地域というのは非常に難しい用途指定の

部分でありまして、ある意味、混在を認めた中での市街地を形成する用途

地域になっておりますので、そこで区画整理が行われているわけですから、

その区画整理の換地の中で集合換地という形で住・工というものを分けて

純化していくといったことが行われればよかったのですが、現在の区画整

理事業につきましては、ほとんど現地換地を原則としておりまして、なか
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なかそういったことが難しい状況になっております。 

  一方で、その地区には生産緑地が非常に多くありまして、すぐに沿道に

ついて土地利用が見込めないといったこともあるのですが、今後の課題と

しては、高さの問題だけではなかなか解決ができないといったこともござ

います。当然、工業系の土地利用としての高さの考え方をどうするのかと

いうことと、マンションが想定されたときの高さの考え方ということがあ

って、混在している中では非常に難しい地域になっております。今後につ

きまして、高度地区だけではなかなか解決できる問題ではありませんので、

土地利用、建物用途といったものを含めてどういった形を、今、混在して

いるものは致し方ない部分があるのですが、先ほどお話したような生産緑

地が今後どうなっていくかといった部分ですとか、現在、空地になってい

る部分の土地利用といったことも含めて地元の方々といろいろ話し合い

をしていかなければいけないだろうと考えております。一方、相鉄いずみ

野線の西への延伸ということがその中にありますので、そういったことを

契機にして土地利用が大きく変わってくる可能性があるので、その辺も含

めた中で土地利用は高さだけではなくて、どういった土地利用をしていく

べき土地にするのかを考えていかなければいけないと、非常に取り扱いの

難しい場所であると認識しております。 

  補足ですが、工業系地区での土地利用は高さだけで制限できないという

こともありますけれども、１つには逆に高さをある程度制限することで、

高層のマンションは抑えられるということも考えられます。あわせて、あ

る程度高さを求めるときには総合設計制度を活用して、周辺に配慮した形

で建物を計画してもらうということも考えられると思います。 

  もう１つは今工業系で大きな問題になっているのは、特に工業地域は日

影規制がないので、例えば善行周辺にはマンションが立地しておりまして、

住宅としての環境が悪くなってくるということもありますので、こういう

のも高さの方で若干抑えられるのではないかと期待しております。 

Ｈ委員  用途のあり方ですが、そうすると、高さの関係については準工業の中で

もマンションであれば何メートル、工場みたいなものは何メートルという

形で、ある程度高度を設定していくように検討されているということです

か。 

事務局  用途として高度制限をかけるのは難しくて、用途ごとの制限はまだ考え

ておりません。全体として幾つ以上と、それ以上に高いものを建てようと

すると、こういう配慮をした場合には総合設計制度を活用していくとか、

地区計画をかけた場合にはもう少し上乗せしてみようとか、そういう緩和

事項を検討しています。 
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会長  Ｈ委員の言われた用途に着目して高さについて差をつけるという方法

も可能だと思う。現にやっているところもありますし、それから事務局が

言ったように、用途そのものを対象にして少し踏み込んだ規定を設けると

いう方法もある。それは工業系の用途地域は混ざっていますから、その中

の住宅をどう取り扱うかで随分影響が大きいのはご指摘のとおりですか

ら、準工業地域などは住宅地にだんだん変えていかなければいけないとこ

ろと、むしろ住宅ではなくて工業主体で考えていかなければいけない場所

と、同じ準工業でも場所ごとに少し取り扱いを考える必要があると思うん

です。その中で特別用途地区という制度がありまして、この地区では住宅

はこの程度に抑えるということは、また別途可能になりますので、そうい

うことを考えていきたいということを言っていると思います。 

Ｇ委員  ２ページの「高さ制限の考え方」の４番に「地区の特性に応じた制限」

というところで、 近、用途地域の縁辺部いわゆる境目でかなりのトラブ

ルが生じているが、「それぞれの地域にふさわしい高さ制限を検討する」

というけれども、例えば商業地の建物に対して日照あるいは北側斜線等を

含めた中での高さ制限をしていくのかどうか、お聞かせください。 

事務局  基本的には用途地域ごとにある程度制限を考えておりまして、縁辺部に

ついてはトラブルが多くなっていますので、こういうところは地域の方々

の同意が必要だろうということで、例えば地区計画制度とか景観形成地区

の指定とか地域の方々を入れた形で、地区の方向性をつくっていただいて、

それを法律化していくというようなことできめ細かく進めていくべきで

はないかと考えています。例えば縁辺部で２階建て住宅のところに高層マ

ンション計画は非常に問題になってくるので、そういうところは地域の

方々で、ある程度地区計画で用途とか高さの合意が得られれば、積極的に

地区計画制度を使って環境を維持していくという手法も取り入れていき

たいと考えております。 

Ｇ委員  一番問題になるのは、開発をする業者、デベロッパーが１つのマンショ

ンを建てるとなると、いろいろ損益を考えるわけです。そのときに藤沢市

は独自に厳しいということをこれから考えていくのか。優良な住宅をどん

どん増やしていくためにある程度の規制枠はやむを得ないかと思います

が、商業地域あるいはそういうことを発展させるためにも二律背反するよ

うなところがあるのではないかという感じもするけれども、地域の発展、

商業の発展を１つの目標にするのか、あるいは環境を重視していくのかで

また大きな問題になろうかと思いますが、市としてはどういうふうな考え

方を持っているのかお伺いします。 

事務局  商業系の用途地域の中でのお話として、商業の発展と住民との住環境ト
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ラブルをどう考えるかというお話でしたが、住環境のトラブルというと、

高さが問題になっているということで、商業地域あるいは近隣商業地域で

指定されていますところに１階から十何階まで全部マンションが入って

しまうと、それ自体は都市計画としても本来望んでいる形ではございませ

んので、考え方としては、高さは一定限規制を入れていくけれども、逆に

それをうまく使うことによって商業系の用途をぜひそこに使ってほしい。

そういったことによって一部緩和するといったことも活用できるのでは

ないか。結局、高さについては極端な違和感は避けていただかなければい

けないけれども、商業系についてはより活性化が求められている場所です

ので、それを 優先とした中で縁辺部においては、十分に配置に気を使っ

ていく必要があるだろうと思います。その中で高さ制限というものを逆に

活用して住宅ではなく、うまく商業系の用途を誘導していこうというよう

な考えでおります。 

Ｆ委員  高度地区を定めるときには 15 メートルをどこで設定するかは、かなり

キーになってくるが、藤沢の場合はライフタウンが第一種中高層住居専用

地域で高いという問題が他市とは違うような感じを持つので、場合によっ

ては用途地域だけにこだわり過ぎるのはどうかという感じがしています。 

  もう１つは、高度地区を今後設定していくに当たって、絶対高さ制限タ

イプの高度地区なのか、北側斜線を取り込んだ高度地区の設定方法なのか、

どちらなのか、教えていただきたいと思います。 

事務局  基本的には用途地域にかかっておりますけれども、用途地域の中でもそ

れぞれ地区特性がありますので、今後、詳細に分かれてくるとか、実際に

高層住宅が建ち並んでいる用途地域がありますので、現地調査なり市民意

見も含めて調整をしていきたいと考えております。 

  それから北側斜線によるかということですけれども、今の計画案では絶

対高さでしか考えておりませんので、北側斜線も入れて高さ制限まで抑え

ていくかどうかというのは、今後の検討課題とさせていただきます。 

会長  ２ページの５の「特例の設定」ですが、実際に高度地区をやるときには

既存不適格建築物には結構神経を使うところですけれども、「著しい不利

益が生じるものについては、特例を検討します」とある。著しいというの

は人によってみな著しくなってしまう。例えばホテルなんかでも高さ制限

がかかった、オフィスでも高さ制限がかかって、現況と制限のギャップが

大きいものはみな「著しい」と考えるというのであれば、それで特例を設

けるというならばこういう表現でいいけれども、そういうのはきちんと建

て直すときは対応してもらいたいということであれば、問題なのは分譲マ

ンションなんです。分譲マンションの建て替えは権利関係のことがあって



 30

非常に困難を伴なうので、もしそこに射程があるなら「著しい不利益が生

じる」ではなくて、「特に配慮すべき事情がある場合」という程度の表現

にしておかないといけないと思うが、どっちを考えているのですか。 

事務局  特にマンションについては、既存不適格が非常に多いということで、こ

れをどうしていくかは内部で検討しております。「著しい不利益」ではな

くて、「特に配慮した」という形でそこは訂正していきたいと考えます。 

会長  他にありませんか。 

  ないようですので、この件については以上とし、本日の報告事項を終了

します。 

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 

会長  その他で何かありますか。 

事務局  次回の第 133 回藤沢市都市計画審議会は、２月中旬を予定しておりまし

て、本日ご議論いただきました都市マスタープラン改定についての諮問を

予定しております。そのほかの予定として建築指導課に事業者から相談が

入っているということで、建築基準法第 51 条ただし書の規定によるごみ

処理施設の位置の指定を付議することを予定しております。場所は西北部

ｄの葛原地区に現在、製紙原料の資源化施設がございまして、現在は古紙

を購入して圧縮梱包し製紙メーカーに売るという営業形態を取っている

ようですが、今後、古紙を購入するのではなく有料で引き取るということ

から、扱う古紙が廃棄物とみなされて、廃棄物の処理及び清掃に関する法

律上、一般廃棄物処理施設の許可が必要になることから、建築基準法第 51

条の許可の対象となりまして、都市計画審議会でご審議をいただく手続が

必要になるということでございます。なお、営業形態は変更いたしますが、

現在の建物の増改築等はないものと聞いております。これを次回に付議さ

せていただく予定でございます。 

  日程及び議案等については、後日ご案内させていただきますので、よろ

しくお願いいたします。 

計画建築部長  本日は長時間にわたるご審議ありがとうございました。事務局を代表し

て心からお礼申し上げます。 

  都市マスタープランのところでは、環境の点でいろいろご意見をいただ

きました。都市計画としても数値目標を今後検討していく必要があるので

はないかと考えておりますし、Ｄ委員からご指摘のあった市民が担う役割

についても、一応の考え方は示しておりますけれども、もう少しきちんと

示す必要があるのではないかと考えているところでございます。また、報

告事項の中でもいろいろご意見を賜り、ありがとうございました。次回第

133 回都市計画審議会は、「藤沢市都市マスタープラン改定」についてを
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諮問案件として、議案案件としては「ごみ処理施設の位置の指定」を予定

しております。 

  それから先ほど藤沢都心部再生のお話をさせていただきましたけれど

も、都市計画の手続にもう少しかかりますが、どういうふうな都市計画上

の課題があるかについて、次回にはきちんとご説明させていただきたいと

考えております。今、藤沢市にとりましても、さまざまな考え方が動いて

おりまして、その中で都市計画としても、これまで積み重ねてきておる藤

沢市の都市計画というものをベースに、少子高齢社会、環境問題の対応と

いったものを踏まえて今後の都市計画について十分検討し、市民生活の向

上のためによりよい都市計画にしてまいりたいと考えておりますので、今

後ともよろしくお願いいたします。 

  本日は、今年 後の審議会となります。さまざまなご審議を賜りまして、

ありがとうございました。来年 初の第 133 回審議会におきましても、委

員の皆様より多くのご意見を賜りたいと存じますので、よろしくお願い申

し上げます。 

  これをもちまして、第 132 回藤沢市都市計画審議会を終了とさせていた

だきます。本日はありがとうございました。 

午後０時 05 分 閉会 


